
情報公開法と文書管理規則の関係

行政機関の長

各府省等文書管理規則

事務・事業の適正な遂行
のための文書管理

情報公開法情報公開法

○

○

各省設置法、事業法等・・各省設置法、事業法等・・

・ 文書管理励行の不徹底

・ 保存期間等が区々

あるがままの行政
↓

（文書管理規則との遮断）
↓

職務の遂行上、作成・取得され、
組織的に保有するもの（現用文書）
‖

実質基準

対象文書

行政文書の適正管理が基礎
（車の両輪）

・ 行政文書の管理に関する定め

・ 政令で行政文書の管理の定めの要件
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